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✂

●増える高齢者の情報機器利用

内閣府

「第７回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」より
(2011年６月公表)

内閣府は2010年度において，高齢化問題基礎調査として，日本の高齢者と諸外国の高齢

者の生活意識を把握するため，「第７回高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」を実施

し，その結果を今年６月２日に公表した。

この調査は５年ごとに過去６回おこなってきており，日本およびアメリカ，韓国，ドイ

ツ，スウェーデンの60歳以上の男女を対象として，これらの国々における高齢者の役割，

諸活動および意識等を調査し，今後の高齢社会対策施策の推進に役立てることを目的とし

ている。

調査結果のなかから携帯電話やコンピューター等の情報機器の利用についてみると，顕

著な変化があった。「携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる」と答えた人の割合

が，日本では前回調査から倍増しており( ⃞１)，他の国々でもこの割合は高くなっている

( ⃞２)。このことは携帯電話をはじめとする情報機器の利用が，高齢者にまで浸透してき

たことを示しており，今後も引き続きこの傾向が強まることが予想される。IT化の影響

を受けて，世界の高齢者の生活が今後どのように変化していくか注目される。
●詳細は，内閣府Webページ(http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h22/kiso/zentai/index.html)で閲覧・ダウンロード

できます。

⃞１日本の高齢者の情報機器の利用状況(複数回答)

⃞２高齢者の情報機器の利用状況の各国比較(複数回答)
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専門家に聞く

おいしい水とコミュニティ

早稲田大学 鳥越皓之

おいしい水はなぜ消えようとしているのか

西洋思想を研究している西谷修さんという哲学

者が，とても魅力的な指摘をされている。それは

つぎのような言葉である。

「 近代>がその原理に合わないものを 前―近

代 として排除するのは， 近代>という歴史

意識そのものの特質であり，そこで排除される

もののなかにはけっして 新・旧 の価値尺度

で測れないものがあるのは確かです」(西谷修『世

界史の臨界』岩波書店，2000年)

じつは私のような現場を歩くフィールド・ワー

カーは，ある事がらが簡単に古いもの(近代的で

ない)として，惜しげもなく排除されるケースが

あることを実感しており，それと同じことを，人

生の根本原理を追求する哲学者も思っていること

に興味をもったのである。西谷さんの指摘に支え

られて，近代――ここでいう「近代」とは，mod-

ern societyの日本語訳で，日本史で「現代」と区

別して第２次大戦前を「近代」と呼ぶ用法とは異な

る――に生きる私たち一般の考え方に，やはりど

こかおかしいところがあると確信をもてたともい

える。たとえば，私たちはだんだんとおいしくな

い水を飲むようになってきている。たしかに昔は

各地で「うまい水」が飲めたが，それができなくな

ってきたのは，近代化することによる代償だった

のだと私たちは考えがちである。そして，どうし

ても健康でおいしい水を飲みたければ，お金を払

ってペットボトルの水を飲めばよいのだ，と考え

るようになってしまったのである。

この水の問題は，じつは，おいしい水という飲

み水だけの問題にとどまらず，コミュニティのあ

り方にまで広がっていく課題である。かつてはコ

ミュニティに水
みず
場
ば
があり，そこはみんなが集まる

語らいの場であった。洗濯をし，夕
ゆう
餉
げ
の準備をし，

ときに体を洗い，また子どもたちはそこで水遊び

をした。そこにはコミュニティのみんな，つまり

高齢者も子どもたちも一様に顔を出していた。そ

のようなコミュニティ空間が，近代化というもの

によって失われていったのである。

水利用の近代化とその問題点

水における近代の特徴は，上水道システムが発

達したことといえよう。その長所は，だれでもど

こでも手軽に水を入手できるようになったことで

ある。上水道をイメージ的にいえば，遠くの河川

やダムから導管を使って多量の水を利用者に配分

する方法である。遠方まで配るので水圧をかけて

いる。また，塩素を投入して殺菌をしている。明

鳥越皓之(とりごえ・ひろゆき)
早稲田大学人間科学学術院教授。1944年生まれ。筑波大学

大学院人文社会科学研究科教授などを経て，現職。専門は，

社会学，民俗学。日本はもとより世界各地の地域社会のフ

ィールド・ワークをおこなっている。環境問題を中心にし

て，地域社会のさまざまな課題を，行政や住民のリーダー

たちと協議することが多い。著書は『「サザエさん」的コミ

ュニティの法則』(新書・NHK出版)，『花をたずねて吉野山

――その歴史とエコロジー』(新書・集英社)など多数。
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治20(1887)年以降，上水道システムが横浜や函館

などの大きな港町に最初に設置されたが，それは

外国から流入するコレラ菌を恐れてであった。実

際，明治20年代に日本の各地でコレラが流行した

のだが，塩素を投入することでこれを食い止めら

れた。上水道はこのような長所をもっている。

だが，はたして上水道が健康によいかというと，

断言することはむずかしい。よく知られているよ

うに，水道水中の塩素と有機物質が反応して発が

ん性物質のトリハロメタンが発生するし，導管の

鉛中毒の問題をはじめ，いくつかの健康への影響

が指摘されている。また，大きな地震などの災害

があると，遠くからの導水という方式をとってい

るので，水道管が各地で寸断されて，しばらく水

が入手できないという深刻な不便が生じる。さら

に，水道の水がおいしいという評判は，残念なが

らあまり聞かない。

かつて私たちは，湧き水そのものや，湧き水を

水源とする小流れ，また井戸からの水を飲用して

いた。これらから得る水を，地元の人たちの多く

が「うまい水」だという。もっとも，水のばあいは

食料品と異なり，うまさがそれほど明瞭ではない。

谷川の水をうまい水だというのは，それが冷たい

からだという人もいる。たしかに温度も関係があ

るだろう。ただ，水のうまさは，他のものと混ぜ

たばあいに明瞭になるようである。清水が出る場

所にクルマを横づけしてポリタンクに多量の水を

汲んでいる人( ⃞１)に聞くと，レストランや喫茶

店を経営している人も少なくない。味が全然違う

のだという。たしかに，ウイスキーの水割りは，

水によって味が大きく異なるような気がする。

だが，上水道は基本的には地方自治体が私企業

的に経営しているので，赤字を出さないようにす

るために消費者を増やさないといけない。そのた

め，「あなたの井戸は将来，農薬が浸透してきま

すよ」とか，さまざまな理由をつけて上水道に変

えるよう勧めているということを，私はそれぞれ

の地元で聞いている。いうまでもなく，もともと

水質のよくない地方もあり，また大都会での人口

に見合うだけの水は，どうしても上水道に頼らざ

るを得ない。したがって，上水道は不可欠な存在

である。しかしながら問題は，近代化の名のもと

に湧き水や井戸が埋められ，やや強制的に上水道

に変えられてしまったことである。また，上水道

を日本全国どこにでも，すべての人に普及させよ

うという考え方である。普及率を上げることがす

なわち近代化であるというその発想が問題なので

ある。

伝統的な水利用――沖縄県の集落の例

かつての暮らしのなかで，湧き水の利用はもち

ろん飲用に限るものではなかった。そこで，複数

の利用機能がきれいにみえる洗い場の典型的な例

をひとつ紹介しておこう。沖縄県南城市の仲村渠
なかんだかり

集落の湧き水施設は美しさも備えているので，そ

れを例にあげてみる。沖縄ではこうした石造りの

水場が多いところである。

仲村渠の湧き水は樋川
ヒージヤー

と呼ばれ，山からの湧

き水を樋
とい
で受けて水場に流れ落ちるように作った

ものである。 ⃞２の写真にみるように石造りの魅

力的な水場である。

仲村渠樋川は大きく４つの空間に分かれる。ひ

とつは，飲用はもちろん，男性が体を洗ったりす

る場所で，「男川」と呼ばれる。そこが写真の中央

部分で，広い空間を占めている。ついで，右端に

その一部がみえる石垣に囲まれた空間は「女川」と

呼ばれている。そこで女性が体を洗う。洗濯は主

⃞１九州・阿蘇の水場
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に女性の仕事なので，この空間で洗濯をすること

が多い。また，写真ではみえないが，中央の男川

の手前が少しへこんでいて，そこはイモアライバ

と呼ばれている。この村の主要な食糧であったイ

モ(サツマイモ)がここで洗われたのである。竹ザ

ルのなかにイモを入れ，上から足踏みをしてイモ

を洗った。多いときには，数人が一度にここで洗

いをした。さらに，この樋川から道路をへだてた

下手に幅20mほどの池があり，そこに水は流れ込

んでいく。その池は牛や馬の洗い場であり，夕方

になると牛や馬が洗われた。以上の４つの空間か

ら仲村渠樋川は成り立っている。なお，洗濯物や

野菜などもその汚れに応じて，この４箇所のいず

れかで洗った。

この樋川の空間は，仕事の終わった人の汗を洗

い落とす場でもあったから，夕方には老若男女が

集まり，楽しい語らいの場でもあった。もちろん，

朝の水汲みや洗濯での女性同士の語らいもあった

し，子どもたちはその側で水遊びに興じた。

だが，いま述べたような仲村渠樋川の盛況は過

去の話で，米軍基地やゴルフ場との関わりで汚染

の恐れがあって，飲用には適さないと地元では判

断したため，現在は利用者が激減し，人の影が少

ない。ただ， ⃞２の写真左の階段の上で，水神さ

んを拝んでいる姿がみえる。水神に対しては現在

も信仰は強い。この水にご先祖はお世話になった

し，そのおかげでいまの自分たちはあると考えて

いるからである。

近代化に抗して――今も残る水との共存

ここ50年ばかり，たいへんな勢いで湧き水が汚

染され，井戸が埋められていった。けれども他方，

少数ながら，昔よりもいっそう魅力的になったの

ではないかと思える洗い場もないわけではない

( ⃞３)。伝統的に湧き水を生活に使ってきて，結

果として変える必要がなくて，そのまま満足して

使っているところもある。長崎県島原市の湧き水

「浜の川」や富山県黒部市の生
いく
地
じ
などがそうである。

浜の川のある町内会でも上水道は通っており，

洗車や水圧が必要な水洗トイレなどには水道水を

使っている家庭がある。それでも浜の川は住民に

とって，とても身近な存在である。この洗い場で

一日の使用者の数を調べたところ，なんと134人

にものぼった。たいへんな人数である。そのよう

な場は，楽しい語らいの場でもある。先述の沖縄

県南城市仲村渠の聞き取りでは，お年寄りが「昔

は樋川に行くと誰かがいて，いろいろ話ができた

が，最近はそのような場がなくなり，一日中ひと

りでテレビをみているだけでとてもさみしい」と

いっていた。その人は「時代の流れで仕方がない」

と言葉を添えていたが，この浜の川ではそのよう

な孤独化の現象は生じていない。

また，滋賀県の琵琶湖周辺では，小流れの上に

カバタと呼ぶ台所を備えている地域がいくつかあ

り，小流れの水を洗濯も含めた台所の水として使

⃞２仲村渠樋川(沖縄県南城市仲村渠)

⃞３洗い場で遊ぶ子どもたち(沖縄県南城市大里)

▲中央の飛び込み台のようにみえるのは洗濯台。
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用している。そのうちのひとつ，高島市針江では，

このカバタを使ったまちづくりをしており，170

世帯の集落に，年間７千人の見学者を迎えている。

集落では「針江生
しよう
水
ず
の郷委員会」を立ち上げ，そ

の活動によって，なんというか，集落全体が活気

づいていて，そこに住んでいるのが楽しそうなの

である。人びとは明るく，また私ども外部の人間

にも気軽に挨拶をしてくれる。この委員会のパン

フレットに，「人と水がうまく共存することが人

びとの豊かな心につながります」と書いてあるが，

まさにそのとおりの雰囲気を醸し出しているので

ある。

水場の喪失で進んだコミュニティの弱体化

水はかつては無料であった。ところが近代の市

場経済には，なんでも商品化してしまう傾向があ

る。いつの間にか水が商品となり，私たちは水道

局から水を買うようになった。地元で運営するこ

との多い簡易水道(地元の湧き水や地下水を利用

している)のばあいは，金額が決まった千円ほど

の管理費だけで，まだ商品ではないが，上水道に

なると，使った量だけお金を払う。それは商品だ

からである。また，飲用としては，ガソリン代よ

り高いものもあるペットボトルの水を買ったりし

ている。

つまり，水に関わる世界も近代化(市場経済，

商品化)によって席巻されつつある。そのことに

よって，地元の水ではなくて，遠くの河川の水や

ダムの水を利用することになり，その味がよくな

かったり，健康に不安があるので，水道水の２千

倍も値の張るペットボトルの水を購入する人たち

が増えてきた。さらに，あまり気づかれていなく

て重大な問題は，地域の人の共同の利用場であっ

た水場の喪失である。それはまた地域での人間関

係の弱化をうながしたのである。

カール・ポランニーという経済人類学者が次の

ような指摘をしている。かれがいうには，近代に

発達した「市場経済は自己調整機能をもっていな

い」。そのため，自分で制御が不能になることが

あるから政府が介入する必要があるという。現に，

政府は経済的に不安定になったときに，市場に積

極的に介入することが多い。さらに「経済は社会

に埋めこまれている」ため，自己制御機能をもた

ない市場経済は社会秩序を破壊するという。

近代化は既存の社会の秩序を壊す可能性がある。

事実，社会のうち，私たちに身近なコミュニティ

というものも，大きな被害を被っている。なぜ私

たちは，家族という核を繫げるもの，お互いに顔

を合わせて身近な関係をもてるコミュニティを，

かくも弱体化させてしまったのだろうか。古今東

西，家族とコミュニティが私たちの生活基盤の組

織であったものが，近代化の名のもと，とりわけ

コミュニティの破壊が著しい。このような状況下

において，いま，その復興の道をさぐることが必

要となろう。身近な環境の復興，人間性の復興で

ある。

コミュニティで成立していた人間関係とは

近代というものは，象徴的には市場経済のかた

ちをとって，私たちの日々の暮らしのなかに浸透

している。この日々の暮らしはどのようなつきあ

い，すなわち人間関係で成り立っているのであろ

うか。原理にもどると，人間というものはお互い

に利益になる交換をしながら生きているというい

い方ができる。このばあいの「利益」はとても広い

意味で，ある人によいことをして自分が満足感を

得るとしたら，よいことをされた人も利益だし，

満足感も利益であると考える。これを社会科学で

は，「互酬的交換」という。ギブ・アンド・テイク

のことだと考えたらよい。

マーシャル・サーリンズという人類学者がこの

互酬的交換を３つに分けた。それらは均衡的互酬

性，否定的互酬性，そして一般的互酬性である

( ⃞４)。均衡的互酬性はお互いに利益が等しい交

換である。トマトだけを作っている農家とキュウ

リだけを作っている農家が，自家消費用に相互に

トマトとキュウリを交換するようなもので，人格

とは関係のない等価交換である。また，否定的互
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酬性は先ず第一に自分の利益を

考えて，交換する相手の利益に

は関心が薄い交換である。ポラ

ンニーは市場交換がそうである

と指摘した。この二つに対して，

いま私たちが注目したいのは，

一般的互酬性である。これは，

じつは日常生活にはつねに充ち

満ちているはずのものである。

自分よりも相手の利益の方を重

視する交換で，否定的互酬性の逆とみなせばよい。

家族やコミュニティでの交換は，この一般的互

酬性が基本といってもよい。それがあるから人間

らしく生きられるというところがある。親切とい

うのは一般的互酬性である。コミュニティでも，

この道に花があればみんなが楽しい気持ちになる

だろうと思って，フラワーポットに花を植えて道

に置いたとしたら，これは一般的互酬性であると

研究者は判断している。こうした行為は人に親切

を与えて本人に利益は返ってないから，一方的だ

と思うかもしれないが，長期的にみればその人に

利益が返ってくることが多いと判断しているので

ある。

この一般的互酬性が近代化によって浸食され，

逆に，否定的互酬性による交換，すなわち市場交

換が幅をきかせるようになってきた。そして，一

般的互酬性は，とりあえず家族内においては命脈

を保っているというところだろうか。

コミュニティの復活にむけて

話を水に戻してみよう。上水道は現在の生活に

とって不可欠ではあるが，これは市場原理で運営

されていることに心づくべきであろう。そして，

この上水道システムを至上とするのではなく，地

元の湧き水や井戸(地下水)を大切にする考え方が

再度もう少し前面に出てくる必要を，私たちは胸

に刻むべきではないだろうか。なぜかというと，

地元の水の方が「うまい水」であることが多いし，

汚染に注意を払い続ければ，健康にもよさそうで

ある。もっとも，「うまい水を飲もう」というのは

キャッチフレーズとしてはよいので，私もそのよ

うなことをよくいうが，私たちが本当に考えなく

てはいけない大切なことは，コミュニティの復活

である。コミュニティを基盤として一般的互酬性

が成立する社会が再構築される必要がある。上水

道の普及によって壊されたのは，たんに「おいし

い水」だけではなくて，その水場で成立していた

居心地のよい人間関係であったのである。じつは

水以外にも，正月などのコミュニティでの年中行

事もほとんど消滅しているのが現状である。

近代化によって，こうした人間関係を古いもの

として排除してきたのは，私たちの誤りである。

近代化のすべてを否定できないし，便利でよいも

のがあることは事実である。けれども，もっとも

大切なものを一緒に否定していたらどうしようも

ない。外国の格言で，日本でも知られている「産

湯とともに赤子を流すな」(Don’t throw the baby
 

out with the bath water.)という表現がある。物

事の価値判断を誤ってはいけないという意味だが，

このような格言が存在するのは，この種のミスを

人間はしがちだからであるらしい。何が私たちの

暮らしにとって大切なものなのか，という問いは，

私たちが常に飽くことなくもちつづけなければな

らないものなのであろう。

⃞４３種の互酬性
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１.米トレーサビリティ法とは

２.消費者への伝達方法

米トレーサビリティ法

▲2011年７月１日から，米トレーサビリティ法が全面
施行された。

米トレーサビリティ法(正式名称：米穀等の取

引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関す

る法律)は，2008年に問題となったいわゆる「事故

米」(かびの発生や基準値を超える残留農薬の検出

などにより用途を限定して売却される米)の不正

転売事件をきっかけに，米の流通経路を把握でき

るようにすることを目的として，2009年に制定さ

れた。

同法は，対象品目( ⃞１)にかかわるすべての事

業者に対し，

①米穀等の取引記録を作成・保存すること

②原料米の産地情報を取引先や消費者に伝達す

ること

を義務づける法律である。このうち，①の「取引

記録の作成・保存」に関する部分は，2010年10月

１日から施行されている。今年７月１日からは②

の「産地情報の伝達」に関する部分が施行された。

これまではJAS法により，玄米や精米に産地表

示が義務づけられ，米加工食品についてはもちに

限って原料原産地表示が義務づけられていた。米

トレーサビリティ法の施行により，飲食店が提供

する米飯類や，小売店が販売する米加工食品につ

いても，原料米の産地情報を消費者に伝えること

が義務づけられた。

消費者に対しては，小売店や外食店で以下のよ

うな方法で伝えられる。

⑴小売店での伝達方法

商品に産地情報を直接記載

加工食品には，商品の名称や原材料名などが一

括表示されている。この一括表示欄の原材料名の

欄に「うるち米(国産，○○国産，その他)」などの

ように，産地を使用量の多い順に記載する(産地

が３か国以上ある場合には，３か国目以降を「そ

の他」と記載できる)。そのほか，一括表示欄の枠

外に記載することもある( ⃞２)。

また，国産米の場合は，都道府県名や一般に知

られた地名で記載することもできる。

産地情報を知ることができる方法を記載

産地情報をWebページで伝えたり，電話によ

る問い合わせに答える形で伝えたりする方法もあ

る( ⃞３)。

○Webページで産地情報を伝える場合

・商品等にWebページのURLを記載する

・商品の包装に，Webページにアクセスす

ることにより産地情報が入手できる旨を記

載する

○電話等の問い合わせによって産地情報を伝え

る場合

・商品等に「お客様相談窓口の電話番号」を記

載する

・産地情報を入手するための照会先でもある

旨も記載する

⑵外食店での伝達方法

外食店での産地情報の伝達方法には，次のよう

な方法がある( ⃞４)。

⃞１米トレーサビリティ法の対象品目

○米穀：
もみ，玄米，精米，砕米

○主要食糧に該当するもの：
米粉，米穀をひき割りしたもの，ミール，米粉調製品

(もち粉調製品を含む)，米菓生地，米こうじ等

○米飯類：
各種弁当，各種おにぎり，ライスバーガー，赤飯，お

こわ，米飯を調理したもの，包装米飯，発芽玄米，乾

燥米飯類等の米飯類(いずれも，冷凍食品，レトルト

食品および缶詰類を含む)

○米加工食品：
もち，だんご，米菓，清酒，単式蒸留しょうちゅう，

みりん
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①店内に産地情報を掲示

②店内に産地を知ることができる方法を掲示

③メニューに産地情報を記載

なお，2011年７月１日より前に，生産者から出

荷された米や，国内で取引された輸入米，それら

を用いた米加工食品については，産地情報を伝達

する義務は免除されており，2011年７月１日以降

も産地情報が消費者に伝えられない場合がある。

(参考：政府広報オンライン)

⃞２商品に産地情報を直接記載する場合の例

⃞３産地情報を知ることができる方法を記載する場合の例

⃞４外食店での伝達方法
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児童虐待防止へ 民法等の一部を改正

国民生活センター発行の月刊誌が休刊へ

環境省がCO「見える化」ツールを運用開始

●

●

５月27日，民法と児童福祉法の一部改正案が国会で

可決され，成立した。児童虐待防止のための新しい親

権制度が柱となっており，2012年４月から施行される

見通しとなっている。

これまでの民法には，20歳未満の子の親権を親から

奪う「親権喪失」の制度があったが，期限の定めがなか

った。改正法では，「親権の行使が困難または不適当

であることにより子の利益を害するとき」に２年以内

の期間を限って親権を停止できるようにする。また，

親権喪失が認められる場合の条件を「虐待または悪意

の遺棄があるとき」「子の利益をいちじるしく害すると

き」と見直した(民法834条)。

家庭裁判所への親権喪失の請求は，これまでは子の

親族か検察官，児童相談所長のみができたが，改正法

では虐待された子や未成年後見人，未成年後見監督人

もできるようにされた(民法834～835条)。

親権の内容も修正され，子の監護および教育をする

権利を有するのは「子の利益のために」と明記された

(民法820条)。また，必要な範囲でできるとされてい

た懲戒は「監護および教育に必要な範囲」に限られるよ

う改められた(民法822条)。

虐待された児童が入所する児童養護施設などの施設

長の権限も強化された。施設長が児童の福祉のために

必要な措置をとる場合は，親権者は不当な主張をして

はならないことを新たに規定した。また施設長は，児

童の生命・身体の安全を確保するために，緊急時には

親権者の意に反しても必要な措置をとることができる

ようになった(児童福祉法47条)。

(参考：「朝日新聞」2011年５月28日)

国民生活センターが発行する消費者問題の総合誌

「月刊国民生活」が，2012年４月号をもって休刊するこ

ととなった。

同誌は，国民生活センターが発行していた月刊誌

「国民生活」(1971年創刊)と「たしかな目」(1981年創刊)

を統合する形で，2008年に創刊された。前身の２誌を

受け継ぎ，消費者行政の動きや商品テスト結果などの

情報を消費者に提供してきた。

休刊後は，同誌で取り上げていた情報を国民生活セ

ンターのWebページで提供していくことを検討して

いる。

環境省が，家庭での日々の生活と消費により排出さ

れる二酸化炭素(CO)の量をインターネット上で算出

できるツール「COみえ～るツール」( ⃞１)を開発し，

今年３月から運用を開始させている。パソコンまたは

携帯電話から利用でき，料金などはかからないが，最

初に会員登録が必要である。

地球温暖化の原因とされているCOなどの温室効果

ガスは，日々私たちが何げなくおこなっているさまざ

まな活動から排出されている。しかし，目に見えない

ので意識されにくい。そこで，排出量などを数値化

(「見える化」)し，目で見て意識できるようにして排出

量削減の努力につなげようというのがねらいである。

おもな機能として，①家計簿のように入力した家計

支出項目からCO排出量を算出する機能，②日々の生

活での省エネ・省CO行動によるCO排出量の変化と

節約金額を算出する機能，③家電製品などの種類ごと

にCO排出量や電気代を算定し，最新機器に買い換え

た場合のCO排出量や電気代を算出する機能，などが

ある。

パソコン版のURL……http://mieeeru.go.jp/

携帯電話版のURL……http://mb.mieeeru.go.jp/

⃞１「CO みえ～るツール」のトップ画面(パソコン版)
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介護保険法の改正

▲2011年６月22日，改正介護保険法が公布された。
一部を除き，2012年４月１日から施行される。

今回の改正介護保険法(介護サービスの基盤強

化のための介護保険法等の一部を改正する法律)

の目的は，高齢者が地域で自立した生活を営める

よう，医療，介護，予防，住まい，生活支援サー

ビスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシス

テム」の構築を進めることとされている。改正の

柱は，24時間対応の定期巡回・随時対応訪問介護

看護(定期巡回・随時対応サービス)を創設するこ

となどである。

以下では改正のおもなポイントを示す。

１.医療と介護の連携の強化等

○医療，介護，予防，住まい，生活支援サービス

が連携した要介護者等への包括的な支援(地域

包括ケア)を推進する

○日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を

踏まえた介護保険事業計画を策定する

○単身・重度の要介護者等に対応できるよう，24

時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合

型サービスを創設する

○保険者の判断による予防給付と生活支援サービ

スの総合的な実施を可能とする

○介護療養病床の廃止期限(2012年３月末)を猶予

する(新たな指定はおこなわない)

２.介護人材の確保とサービスの質の向上

○介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等に

よるたんの吸引等の実施を可能とする

○介護福祉士の資格取得方法の見直し(2012年４

月実施予定)を延期する

○介護事業所における労働法規の遵守を徹底，事

業所指定の欠格要件および取消要件に労働基準

法等違反者を追加する

○公表前の調査実施の義務づけ廃止など介護サー

ビス情報公表制度の見直しを実施する

３.高齢者の住まいの整備等

○有料老人ホーム等における前払い金の返還に関

する利用者保護規定を追加する

※高齢者住まい法の改正により創設された，

「サービス付き高齢者向け住宅」に，24時間対

応の定期巡回・随時対応サービスなどを組み

合わせたしくみの普及をはかる

４.認知症対策の推進

○市民後見人の育成および活用など，市町村にお

ける高齢者の権利擁護を推進する

○市町村の介護保険事業計画において地域の実情

に応じた認知症支援策を盛り込む

５.保険者による主体的な取り組みの推進

○介護保険事業計画と医療サービス，住まいに関

する計画との調和を確保する

○地域密着型サービスについて，公募・選考によ

る指定を可能とする

６.保険料の上昇の緩和

○各都道府県の財政安定化基金を取り崩し，介護

保険料の軽減等に活用する

●お知らせ●
本小冊子「家庭科通信」を，ご希望の先生にはご

自宅あてにお送りいたします。官製はがきに①お

名前(ふりがな)②ご住所③お電話番号④勤務先

をご記入の上，弊社家庭科編集部あてお送り下さ

い。FAXでも承ります。

宛先 〒113-8541東京都文京区湯島2-1-1

大修館書店 家庭科編集部

FAX03-3868-2645
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第２次食育推進基本計画

▲2011年３月31日，内閣府の食育推進会議が第２
次食育推進基本計画を策定した。

１.第２次食育推進基本計画とは

「食育推進基本計画」は，食育基本法(2005年７

月施行)にもとづき，内閣府の食育推進会議(内閣

総理大臣を会長とし，ほかに関係閣僚，有識者ら

によって組織される)が策定するものである。こ

の計画をもとに食育の推進のためのさまざまな施

策が実施される。

第１次となる食育推進基本計画は2006年３月に

策定されたが，その対象期間の2006～2010年度ま

での成果と課題を踏まえ，このたびの第２次食育

推進基本計画(以下，「第２次計画」とする)が策定

された。第２次計画の対象期間は，2011～2015年

度までの５年間である。

２.おもな変更点

●コンセプトと重点課題

第２次計画では「『周知』から『実践』へ」がコンセ

プトとされ，次の３点を新たな重点課題として掲

げている。

①生涯にわたるライフステージに応じた間断な

い食育の推進

②生活習慣病の予防および改善につながる食育

の推進

③家庭における共食(p.24参照)を通じた子ども

への食育の推進

●目標

2015年度までに達成をめざす目標として，下の

⃞１に示すような事項が掲げられ，それぞれに目

標値が設定されている。⑵，⑹，⑺，⑼が第２次

計画で新たに追加された目標で， と は目標値

が改訂された。

⃞１2015年度までに達成をめざす食育の推進の目標

目標 現状値(2010年度) 目標値(2015年度)

⑴食育に関心をもっている国民の割合の増加 70.5％ → 90％以上

⑵朝食または夕食を家族といっしょに食べる共食の回数の増加
朝食＋夕食＝

週平均９回
→

朝食＋夕食＝

週平均10回以上

⑶朝食を欠食する国民の割合の減少
子ども1.6％，20～30

歳代男性28.7％
→

子ども0％，20～30

歳代男性15％以下

⑷学校給食における地場産物を使用する割合の増加 26.1％ → 30％以上

⑸栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合の増加 50.2％ → 60％以上

⑹メタボリックシンドロームの予防や改善のための適切な食事，運

動等を継続的に実践している国民の割合の増加
41.5％ → 50％以上

⑺よく噛んで味わって食べるなどの食べかたに関心のある国民の割

合の増加
70.2％ → 80％以上

⑻食育の推進に関わるボランティアの数の増加 34.5万人 → 37万人以上

⑼農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 27％ → 30％以上

食品の安全性に関する基礎的な知識をもっている国民の割合の増

加
37.4％ → 90％以上

推進計画を作成・実施している市町村の割合の増加 40％ → 100％

●第２次食育推進基本計画の詳細は，内閣府「食育推進」のWebページ(http://www8.cao.go.jp/syokuiku/about/plan/index.html)で閲覧で

きます。

家庭科通信 2011年 ３号



■ ■ ■

新家庭総合［家庭037］学習ノート

【体様】
生徒用：B5判１色刷，
136ページ
教師用：B5判２色刷，
136ページ
【定価】
生徒用：570円(税込)
教師用：1,575円(税込)

新家庭基礎［家庭046］学習ノート

【体様】
生徒用：B5判１色刷，
120ページ
教師用：B5判２色刷，
120ページ
【定価】
生徒用：570円(税込)
教師用：1,575円(税込)

■ ■ ■

高校家庭総合［家庭038］授業ノート

【体様】
生徒用：B5判１色刷，
224ページ
教師用：B5判２色刷，
224ページ
【定価】
生徒用：800円(税込)
教師用：2,310円(税込)

高校家庭基礎［家庭047］授業ノート

【体様】
生徒用：B5判１色刷，
152ページ
教師用：B5判２色刷，
152ページ
【定価】
生徒用：600円(税込)
教師用：1,680円(税込)

新家庭総合［家庭037］
新家庭基礎［家庭046］

教科書準拠 学習ノート
教科書準拠

「新家庭総合［家庭037］」「新家庭基礎

［家庭046］」の各教科書に準拠。基礎知

識の確認や教科書の理解度チェック，

まとめに最適です。

基本･実践･応用の３ランクの設問

基本――教科書本文の穴埋め問題や用

語選択問題，実践・応用――調べ学習

や資料を読んでの感想や自分の考えを

まとめる問題など，「基本・実践・応

用」の３ランクの設問をご用意してい

ます。

解答編［教師用］もご用意

穴埋め問題や用語選択問題の解答とと

もに，記述問題採点のポイントを示し

ています。

高校家庭総合［家庭038］
高校家庭基礎［家庭047］

教科書準拠 授業ノート
教科書同様の見開き２ページ展開

「高校家庭総合［家庭038］」「高校家庭

基礎［家庭047］」の各教科書に準拠。教

科書と同様に見開き２ページで展開し

ています。教科書の流れにそった学習

をサポートします。

基本から記述式応用問題まで幅広く対応

教科書の内容に合わせて，効果的な学

習が展開できる課題を収録していま

す。授業に，自学自習に，課題提出に，

幅広く活用できます。

自由記述ができるノート部分付き

見開き２ページごとにノート部分(罫

線)を設けていますので，この授業ノー

ト１冊で学習の成果をまとめることが

できます。
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■

■

【体様】B5判４色刷，304ページ

【定価】800円(税込)

◆

学習を深める豊富な家庭科資料

学習上重要な資料や補足・発展的資料など，最新のデータ資料を豊富に掲載し

ています。併せて，一人ひとりが取り組める課題や小論文の学習にも活用でき

る読み物資料なども多彩に掲載しています。項目は学習指導要領の項目・内容

に合わせて設定していますので，どの教科書を採用していてもご使用いただけ

ます。

グラフ形式でビジュアルな食品成分表

「日本食品標準成分表2010」に準拠。大修館書店の副教材としては初めて，グラ

フ型食品成分表を掲載しています。分析値より，身近な食品を中心に723品目・

学習上必要な栄養素等18種類を抜粋。食品解説も充実しています。

豊富なデータ満載の家庭科資料編と

ビジュアルな食品成分表編の合本型
高校生のための生活データブック

家庭科資料と食品成分表

家庭科資料編実物見本
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◆

◆

① 生涯発達と家族

●

●

●

② 乳幼児の発達と保育・福祉

●

●

●

③ 高齢者の生活と福祉

●

●

●

④ 消費生活と環境

●

●

●

●

⑤ 衣生活の管理と健康

●

●

●

⑥ 住生活の管理と健康

●

●

⑦ 生活文化

●

⑧ 食生活の管理と健康

●

●

●

●

●

●

食品成分表編実物見本

資料編の内容

さまざまな家族・家庭

男女共同参画社会

働くということ

……他５項目

子どもの成長・発達

親になること

子どもの権利と福祉

……他４項目

加齢にともなう心身の変化

高齢期の豊かな過ごしかた

介護の必要な高齢者への支援

……他３項目

お金の使いかた

クレジットカードの落とし穴

悪徳商法・詐欺

地球環境の今

……他４項目

被服材料の種類と性能

被服の選択と購入

多様化する衣生活

……他４項目

住生活の安全と管理

共生のまちづくり

……他４項目

生活文化をみつめる 実践課題

食生活問題

これからの食生活

人と栄養

食中毒の発生とその予防

食品添加物

調理の基本

……他９項目

(紙面見本はB5判見開きを40％に縮小)
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■

【体様】AB判４色刷320ページ 【定価】840円(税込)

■

【体様】B5判４色刷320ページ 【定価】800円(税込)

■

【体様】B5判１色刷144ページ 【定価】600円(税込)

■

【セット内容】教師用CD-ROM1枚＋生徒用CD-ROM20枚，指導マニュアル(B5判16ページ・
授業プリント収録)，セットアップ・操作マニュアル(B5判48ページ)

【動作環境】対応OS Windows98/2000/Me/XP(2000以上推奨)，メモリ128MB以上
【税込定価】94,500円 生徒用CD-ROMの追加販売は１本4,620円

高校生のための生活学 改訂版
家庭科資料と食品成分表

家庭科資料集と食品成分表が一体になった，好評の副教材

家庭科資料編は，統計資料などの更新可能なデータについては最新の情報を掲載。授業の補

足に，発展学習に，活用度の高い資料編です。食品成分表編は，「新カラーガイド食品成分表

改訂版」から約1,000食品をピックアップしてコンパクトにまとめて収録しています。

新カラーガイド食品成分表 改訂版
食べることの楽しさを知る

「日本食品標準成分表2010」準拠

文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告「日本食品標準成分表2010」で分析され

ているすべての栄養成分について数値を掲載しています(企業提供の市販食品を除く)。また，

「日本人の食事摂取基準(2010年版)」をはじめ，栄養関連の資料も多数掲載。「食事バランスガ

イド」についても巻頭口絵で特集しています。

高校家庭科ワークブック
家庭科の基礎・基本が身につく

家庭科の基礎・基本を50のテーマで学ぶワークブック。自主的・創造的な学習を促します。

教科書の種別に関係なく活用できます。

栄養計算＆生活診断ソフト

バランスチェッカー Ver1.1

いま話題の栄養計算ソフト

自分の食生活を自分で組み立てられる力を育てる栄養計算ソフト。２時間の授業で学習でき

るプログラムにしています。入力内容，栄養計算の結果は「栄養診断」「生活診断」にまとめて

表示。個別のアドバイスがつくなど，生徒一人ひとりに合った，実生活に密着した食の学習

が展開できます。
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炭のある暮らし

石橋富士子

秋の夕日は釣瓶
つるべ

落
おと
し。夜のとばりが降りると少

し肌寒い季節です。

この季節になると始まる生活習慣が炭の準備で

す。夕飯の支度といっしょに炭をおこします。

火消し壷から炭を幾つか火おこしにいれて弱火

にかけると，10分ほどで黒い炭の端にオレンジ色

に光ってきます。手あぶりの灰をならして炭を並

べ，様子を見ながら火が落ち着くのを待ちます。

風の抜け道を作るように炭を配置するのがコツ

で，これがなかなか難しいものです。うまくいく

ときもあれば途中で火が消えてしまうこともあり，

きれいに燃え始めるとちょっとした達成感を味わ

えます。

これに五徳と鉄瓶を乗せれば完成。小さな手あ

ぶりですが赤外線の効果か，見た目以上に暖かい

ものです。部屋の隅に扇風機を置いて空気を循環

させればエアコンなど使わなくても暖かです。

この手あぶりは暖かいだけではなく，網を置い

て椎茸やめざし，油揚げを炙り，銀杏を炒るのも

楽し。湯豆腐，お酒の 付けなど，秋の夜長をゆ

っくりとすごす演出をしてくれる調理器具です。

時々炭を足して配置を整える作業も魅力的です。

たき火を前にすると皆無口になってしまうのに似

て，小さな炭火も心穏やかにしてくれます。

食後，鉄瓶のお湯でいれるお茶はまろやか。傍

らでおやきや大福を温めていただきます。

夜も更け，余ったお湯は湯たんぽに。寝るとき

は火消し壷に炭を入れて火の始末をします。消し

炭は火がつけやすいので，これを明日火種として

使います。

炭はとても経済的。秋に一包み買うと，春先ま

で毎日使っても，少し余るほど。余った炭は缶に

入れ非常用として保存します。地震など万が一の

時，ガスなどが使えなかったり家以外の避難先で

あっても，炭があれば湯を沸かし，煮炊きが出来，

暖がとれる。これはとても心強いこと。皆さんに

お勧めしたいくらいです。

気を付けなくちゃいけないことがひとつ！ 炭

を使うときは換気に注意。時折窓を開け，部屋の

換気をお忘れなく。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

文・イラスト／いしばし・ふじこ
イラストレーター。女性誌，教科書などの挿絵，イラス

ト，エッセイや手作り小物，半襟デザイン(和キッチュ)

など多彩に創作している。「家庭科通信」の表紙イラス

トも創刊時から手がけている。著書に『知識ゼロからの

着物と暮らす入門』(幻冬舎)，『ぺたこさんの手作り生活』

(フィールドワイ)などがある。ブログ「着物と和力

（わ・ちから）」(http://petacokimo.exblog.jp/)も更新中。
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授業に生きる１冊

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

肥満と

メタボリックシンドローム・

生活習慣病

井上修二／上田伸男／岡 純 監修

「肥満は，メタボリックシンドロームや生活習

慣病の原因になるから問題」ということは，みな

さん，よくご存じのことでしょう。

では，「どうして肥満になってしまうのか？」

「肥満になると体内ではどのようなことが起こる

のか？」「肥満にならない食事のしかたやお酒との

つき合いかたは？」といったことについては，ど

のくらいご存じでしょうか？

本書の著者陣は，肥満の治療・研究の最先端で

活躍する医師が中心です。肥満の原因から生活習

慣病やメタボリックシンドロームとの関係，予防

や解消法，治療法に至るまで詳しく解説していま

す。特に「肥満と生活習慣病との関係」については，

肥満になるとどうして生活習慣病になってしまう

のか，という疑問に医学的な専門知識も交えなが

らわかりやすく解説。肥満を単なる「脂肪が蓄積

した状態」とだけ思っていたら大間違い‼ であ

ることが本当によくわかります。実は，このこと

について一般の人むけに詳しく解説している書籍

は，あまり見かけません。

家庭科のご授業では，肥満や生活習慣病につい

てふれる機会があると思いますが，その導入に使

っていただけそうな話もいろいろ。たとえば，肥

満の原因の一つである遺伝子について解説した

「ヒトはもともと太りやすい」，日本で最も長寿な

県・沖縄が今，その地位から転落する危機に直面

している「沖縄クライシス」など，肥満が食生活の

変化と密接に関係している例として最適です。

現在，30歳以上の男性の３割が肥満といわれて

います。基礎代謝量や身体活動量が低下している

にもかかわらず，若いころと同じ食生活を続けれ

ば，必ず太ります。「若いころはやせてたのに…」

と，この手の本を読むことにならないよう，食生

活を見直すときが必ず来ることを肝に銘じ，その

方法を今のうちにしっかり学んでほしいと思います。

【おもなもくじ】

はじめに…肥満が増えた？

第１章…肥満と肥満症

第２章…肥満と生活習慣病

第３章…メタボリックシンドローム

第４章…肥満にならないために

第５章…肥満の正しい解消法

第６章…肥満症・メタボリックシンドロームを治す

【判型・頁・定価・発行所】

四六判・208頁

定価1,890円(本体価格1,800円) 大修館書店

【監修者紹介】

井上修二(いのうえしゅうじ)

1964年東京大学医学部卒業。73～76年UCLAに留学し肥満研究に従

事。94年国立健康・栄養研究所，99年共立女子大学家政学部教授な

どを経て，2009年より桐生大学副学長兼医療保健学部長。国際肥満

研究連合元副理事長，日本肥満学会名誉会員(元理事長)。日本の肥

満研究の第一人者。
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【研究発表】

日本家庭科教育学会

第54回大会

▲2011年６月25～26日，日本家庭科教育学会第54回
大会が，長崎市の長崎大学で開催された。

Ａ１―１ 日本手拭いにみる江戸歌舞伎役者文様 日本衣

文化の被服教材への活用

琉球大学教育学部生活科学教育専修 富士栄登美子

Ａ１―２ 「和」の生活文化を体験する家庭分野の授業実践

中学校における浴衣の着付けを導入した試みから

横浜国立大学教育人間科学部 堀内かおる

横浜国立大学教育人間科学部 薩本弥生

埼玉大学教育学部 川端博子

茨城キリスト教大学生活科学部 扇澤美千子

山梨県立大学人間福祉学部 斉藤秀子

大妻女子大学短期大学部 呑山委佐子

Ａ１―３ 授業者の浴衣の着用技能の習得が和服の着装を

扱う授業のデザインに与える影響

静岡大学教育学部 小清水貴子

Ａ１―４ 被服製作に関する知識と技能の実態 帰国生と

一般生の比較

高等工科学校 山崎真澄

東京学芸大学 池﨑喜美惠

Ａ１―５ 初等教員養成のための被服製作教育の検討―被

服製作実習による縫製技術習得と被服への関心について

―

福岡教育大学教育学部 長山芳子

Ａ１―６ 中学校家庭科における衣生活と住生活をつなぐ

授業の有効性 着衣着火から高齢者の安全・安心を考え

る

有田市立箕島中学校 北又寿美

和歌山大学教育学部 今村律子

和歌山大学教育学部 赤松純子

Ａ２―１ 中学校家庭科の保育学習における心理劇の教育

的効果

千葉大学教育学部附属中学校 鎌野育代

千葉大学教育学部 伊藤葉子

Ａ２―２ ナラティブを用いた中学生のふれ合い体験学習

のまとめ方

さいたま市立本太中学校 金子京子

東京学芸大学教育学部 倉持清美

東京学芸大学附属高校 阿部睦子

香川大学教育学部 妹尾理子

秋田大学教育文化学部 望月一枝

Ａ２―３ 中学生の幼児への食育レッスン 保護者の視点

を導入して

東京学芸大学附属高校 阿部睦子

東京学芸大学教育学部 倉持清美

さいたま市立本太中学校 金子京子

香川大学教育学部 妹尾理子

秋田大学教育文化学部 望月一枝

Ａ２―４ 幼児が中学校に来校するふれあい体験の利点と

課題

横浜国立大学教育学研究科(院生) 萬谷恵三子

Ａ２―５ 小学校家庭科における家族と自分の成長をみつ

めなおす教材開発

東京学芸大学附属大泉小学校 小野恭子

東京学芸大学附属小金井小学校 藤田和美

東京学芸大学附属特別支援学校 池尻加奈子

東京学芸大学 大竹美登利

Ａ２―６ 「近代家族」を超える家族の教材を求めて

横浜国立大学教育人間科学部 鈴木敏子

横浜国立大学大学院教育学研究科(院生) 山田美砂子

Ａ２―７ 聾学校高等部家庭科における「共生社会と福祉」

を考える授業の構築―「児童虐待」「赤ちゃんポスト」報道

を題材にした授業より―

横浜国立大学大学院教育学研究科(院生) 山田美砂子

横浜国立大学教育人間科学部 鈴木敏子

Ａ３―１ 高等学校家庭科専門科目「フードデザイン」の効

果的な指導方法に関する実践的研究

広島県立総合技術高等学校 長谷川真由美

広島県立総合技術高等学校 小桝由美

広島県立佐伯高等学校 長谷中久美

広島大学大学院教育学研究科 鈴木明子

Ａ３―２ 高等学校「家庭」における食生活を中心とした新

しい授業構想とその評価～食卓写真の比較から私たちの

生活を探る～

大阪府立かわち野高等学校 佐藤友紀

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 増澤康男

Ａ３―３ 高等学校家庭科への食育プログラム導入に係る

実践的検討 「３・１・２お弁当箱法」による学習効果を

視点として

岩手県立水沢高等学校 多田江利子
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岩手大学教育学部 長澤由喜子

岩手大学教育学部 渡瀬典子

Ａ３―４ 食料生産から消費までを視野に入れた家庭科高

校食分野の授業実践とその検証―食料自給率を取り入れ

た授業の展開―

東京都立府中高等学校(非) 中里洋子

Ａ３―５ 高校生の生活実態から構築する食生活領域のカ

リキュラムの提案

國學院大學栃木短期大学 亀井佑子

元都立高等学校(非) 江見直子

文化学園大学 川村めぐみ

東京学芸大学附属小金井中学校 佐藤麻子

東京都立忍岡高等学校 佐藤真紀子

三輪田学園中学校・高等学校 高橋礼子

横浜国立大学教育人間科学部 金子佳代子

Ａ３―６ 大学の教養科目における消費生活力育成に関す

る研究―塩分摂取及び食品添加物に関する食育教材と家

庭科―

岡山県立大学保健福祉学部 岸本(重信)妙子

Ａ３―７ 家庭科教員養成における農場での生産実習の意

義

女子栄養大学栄養学部 井元りえ

女子栄養大学栄養学部 仙波圭子

Ａ４―１ 女子高校生の生活設計における職業への意識

千葉県立流山南高等学校 仲田郁子

千葉大学教育学部 久保桂子

Ａ４―２ 大学生の生活設計に対する意識 生活設計教育

のための予備研究

群馬大学教育学部 小林陽子

愛知教育大学 岳野公人

Ａ４―３ 大学生のワーク・ライフ・バランスと生活実感

に関する一考察

山梨大学教育人間科学部 志村結美

香川大学教育学部 時岡晴美

Ａ４―４ 女子大学生との比較にみる男子大学生のワー

ク・ライフ・バランスに対する意識

横浜市立旭中学校 杉本直大

横浜国立大学教育人間科学部 堀内かおる

Ａ４―５ 高等学校家庭科において勤労観・職業観を育て

るキャリア教育の実践

大妻中学高等学校(非) 佐々木麻紀

日本女子大学家政学部 内野紀子

Ａ４―６ 『教育カルタ』の教材としての汎用―世代別女性

のジェンダー意識の分析

東京家政大学短期大学部 青木幸子

Ａ４―７ 韓国の大学生の性別役割分業意識の形成と家庭

科教育

島根大学教育学研究科(院生) 鄭暁静

島根大学教育学部 多々納道子

Ａ５―１ アジア地域の日本人学校における家庭科指導の

実態と課題

東京学芸大学教育学部 池﨑喜美惠

Ａ５―２ 実践的推論を導入した問題解決学習の効果―ホ

ームプロジェクト学習における学習方略の変化―

鳥取大学地域学部 福田恵子

鳥取県立米子東高校 後藤真理

Ａ５―３ エレン・リチャーズの『ユーセニクス』(第５章)

にみる家庭科の今日的意義

西南学院大学 西野祥子

Ａ５―４ 占領下日本における家庭科教育ナショナル・リ

ーダーのアメリカ視察―CIEと教育総局の連携―

広島大学大学院教育学研究科 柴静子

Ａ５―５ 家庭科教員のFD―附属学校における助言能力

の習得過程を中心に―

九州女子短期大学(非) 柳昌子

宮城学院女子大学(非) 中屋紀子

宇都宮共和大学 牧野カツコ

愛知学泉大学(非) 吉原崇恵

広島大学(元) 田結庄順子

Ａ５―６ 家庭科教育を担当する大学教員の能力形成―附

属学校研究会での助言・講評の実情と課題―

宮城学院女子大学(非) 中屋紀子

九州女子短期大学(非) 柳昌子

宇都宮共和大学 牧野カツコ

愛知学泉大学(非) 吉原崇恵

広島大学(元) 田結庄順子

Ａ５―７ 問題解決リテラシーに関わる家庭科教員の力量

形成の為のプログラム開発 教員免許状更新講習を事例

として

福井大学教育地域科学部 荒井紀子

福井大学教育地域科学部 竹内惠子

福井大学教育地域科学部 松田淑子

大阪教育大学教育学部 鈴木真由子

金沢大学人間社会学域学校教育学類 綿引伴子

Ｂ１―１ 家庭科住生活授業の実践状況 東海地方中学校，

高等学校の教員調査を通して

静岡大学教育学部 小川裕子

三重大学教育学部 中島喜代子

山梨大学教育人間科学部 田中勝
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岐阜大学教育学部 石井仁

愛知教育大学教育学部 杉浦淳吉

愛知教育大学教育学部 小川正光

Ｂ１―２ 家庭科住教育実践に対する認識と志向 東海地

方中学校，高等学校の教員調査を通して

三重大学教育学部 中島喜代子

静岡大学教育学部 小川裕子

山梨大学教育人間科学部 田中勝

岐阜大学教育学部 石井仁

愛知教育大学教育学部 杉浦淳吉

愛知教育大学教育学部 小川正光

Ｂ１―３ 静岡県内の中学校及び高等学校における家庭科

住領域の授業内容―教員向けアンケート調査結果の自由

記述分析―

山梨大学教育人間科学部 田中勝

静岡大学教育学部 小川裕子

三重大学教育学部 中島喜代子

岐阜大学教育学部 石井仁

愛知教育大学教育学部 杉浦淳吉

愛知教育大学教育学部 小川正光

Ｂ１―４ 新潟県における高等学校家庭科 住生活領域>

の実施状況

近畿大学医学部 萬羽郁子

新潟大学教育学部 五十嵐由利子

Ｂ１―５ 発見・習得・活用のサイクルを取り入れた高等

学校家庭科住生活分野の学習―鳥瞰図を用いた教材の開

発と実践―

兵庫教育大学大学院 浅野三奈

兵庫教育大学大学院 永田智子

Ｂ１―６ 住民参画意識を育成するまちづくり学習

三重大学教育学部 中島喜代子

三重大学大学院教育学研究科(院生) 長谷川千恵子

Ｂ１―７ 小学校家庭科におけるシティズンシップを育成

するための授業実践 旭川市の除雪課題を通して

北海道教育大学教育学部旭川校 土岐圭介

北海道教育大学教育学部旭川校 岡田みゆき

Ｂ１―８ 家庭科のねらいをふまえた住居領域の指導 3

dソフトの活用と生徒への働きかけ

元女子栄養大学 尾崎沙和子

Ｂ２―１ 中学校家庭科における「消費生活と環境」の指導

内容に関する研究 衣生活教育との関連

熊本大学教育学研究科(院生) 堀内香亜衣

熊本大学教育学部 宮瀬美津子

Ｂ２―２ 中学校・高等学校家庭科における消費者教育の

実態―近畿地区を対象にした抽出調査を通して―

大阪教育大学教育学部 鈴木真由子

大阪教育大学教育学部 大本久美子

Ｂ２―３ 学習者の質的な変容を捉える評価の試み 高校

家庭科の授業実践

名古屋女子大学家政学部 神山久美

Ｂ２―４ 高等学校における「消費者の権利と責任」に関す

る授業実践

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 速水多佳子

神奈川県川崎市立はるひ野中学校 石田紘子

Ｂ２―５ 高等学校家庭科における環境教育の導入～神戸

市「緑のカーテン啓発事業」分析結果から～

神戸女子大学家政学研究科(院生) 大井彩子

Ｂ２―６ 家庭科の視点を中軸に据えたESDモデルの開

発

千葉大学 中山節子

千葉大学 伊藤葉子

Ｂ２―７ 高等学校家庭科における格差社会の諸課題を考

える学習の教育的効果

東京学芸大学(非) 冨田道子

千葉大学 中山節子

愛媛大学 藤田昌子

神奈川県立麻生総合高等学校 松岡依里子

千葉県私立東葉高等学校 若月温美

東京都立大江戸高等学校 坪内恭子

東京都私立白百合学園中学高等学校 中野葉子

Ｂ２―８ 「貧困」の学びと教育課程および教員養成の課題

鹿児島大学教育学部 齋藤美保子

Ｂ３―１ 小学校調理実習における日常生活と関連付けた

調理技能習得の研究

埼玉大学大学院(院生) 芳川りえ

埼玉大学教育学部 河村美穂

Ｂ３―２ 調理学習における「手続き的知識に関わる技能」

の習得に関する研究

埼玉大学教育学部 河村美穂

Ｂ３―３ 小学校第２学年における家庭科調理学習の実践

生活科で栽培したさ大根を使った調理

岡山県倉敷市立赤崎小学校 西谷圭二

岡山県吉備中央町立大和小学校 信清亜希子

岡山大学大学院教育学研究科 佐藤園

Ｂ３―４ 小学校における「時間」に関する教育と教科「家

庭科」の役割

岡山県吉備中央町立大和小学校 信清亜希子

岡山県倉敷市立赤崎小学校 西谷圭二

香川県さぬき市立前山小学校 蓮井有香
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【ポスター発表】

岡山大学大学院教育学研究科 佐藤園

Ｂ３―５ アクティブ・エイジングを志向した食生活の学

習―中学校家庭科において―

福島大学人間発達文化学類 角間陽子

Ｂ３―６ 中学校における調理実習の課題解決に向けた授

業の実践

伊賀市立青山中学校 前田紀夫

三重大学教育学部 磯部由香

三重大学教育学部 平島円

三重大学教育学部 吉本敏子

Ｂ３―７ 食と環境についての意識調査 家庭教育による

影響

くらしき作陽大学 諸岡浩子

付属浜松中学校 加賀恵子

Ｂ４―１ 「食育すごろくゲーム」教材の開発とその有効性

上越教育大学学校教育研究科(院生) 石澤美代子

上越教育大学大学院学校教育研究科 得丸定子

Ｂ４―２ 家庭科における「生徒の睡眠と生活環境」に関す

る学習プログラム

滋賀大学教育学部 田中宏子

Ｂ４―３ 小学生の「生活を支える仕事」への参加への態度

千葉市立新宿小学校 鳥羽波峰

千葉大学教育学部 久保桂子

Ｂ４―４ 大学生のギャンブルとの関わりの実態からみる

生活経営の課題

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 奥谷めぐみ

大阪教育大学 鈴木真由子

Ｂ４―５ 横浜市における家庭科教員の実態と課題

横浜国立大学大学院 葛川幸恵

横浜市立旭中学校

Ｂ４―６ もう一つのディスコースへの気づき 小学校家

庭科における家族の学習過程

秋田大学教育文化学部 望月一枝

Ｂ４―７ 高校生の家族受容の実態と家庭科教育における

家族学習のあり方

藤女子大学大学院 三住久美子

藤女子大学大学院 飯村しのぶ

Ｂ４―８ 小学校家庭科における問題解決学習に関する事

例研究 問題の把握場面に着目して

上越教育大学大学院学校教育研究科 佐藤ゆかり

秋田大学教育文化学部 小高さほみ

Ｂ５―１ 大学生の「家庭科」に対するイメージ

名古屋女子大学家政学部 藤田智子

Ｂ５―２ 大学生が抱く家庭科に対する意識

鹿児島大学教育学部 黒光貴峰

鹿児島大学教育学研究科(院生) 徳重礼美

Ｂ５―３ 家庭科と他教科との関連性に関する研究

鹿児島大学教育学研究科(院生) 徳重礼美

鹿児島大学教育学部 黒光貴峰

Ｂ５―４ 家庭科ものづくり学習への意識と自己効力感と

の関係 小学校６年生を対象とした調査から

広島大学大学院教育学研究科 鈴木明子

Ｂ５―５ 家庭科で「身につく力」と「身につけたい力」 高

校生の家庭科観からの考察

東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 土屋善和

横浜国立大学教育人間科学部 堀内かおる

Ｂ５―６ 自らの生活を捉え直す学びの過程 他者とのか

かわりを中心に

宮崎大学大学院教育学研究科 伊波富久美

Ｂ５―７ 聴覚特別支援学校中学部家庭科におけるICTの

活用

筑波大学附属聴覚特別支援学校 有友愛子

Ｂ５―８ 神奈川県公立高等学校における福祉関連科目の

設定状況―家庭科・福祉科専門科目の分析―

横浜国立大学大学院(院生) 宮美也子

Ｐ01 合成洗剤のすすぎ性能に関する基礎的研究とその教

材化

鳴門教育大学学校教育研究科 福井典代

Ｐ02 小学校第１学年における家庭科調理学習の実践 生

活科で栽培したさつまいもを使った調理

岡山県吉備中央町立大和小学校 信清亜希子

岡山県倉敷市立赤崎小学校 西谷圭二

岡山大学大学院教育学研究科 佐藤園

Ｐ03 保育者の家庭支援の視点 恵庭市プレイセンターの

スーパーバイザーを通して

北海道文教大学人間科学部こども発達学科 古郡曜子

Ｐ04 認知的動機づけ理論にもとづく高等学校家庭科調理

実習の実証的研究

明石市立明石商業高等学校 牧田利枝

兵庫教育大学大学院学校教育研究科 永田智子

Ｐ05 小・中・大学生を対象とした被服製作用語と調理用

語の知識や技能の実態 家族機能やと達成動機とのかか

わり
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【講演会・対談】

【シンポジウム】

弘前大学教育学部 日景弥生

Ｐ06 小学校家庭科ガイダンス教材としてのデジタル絵本

の開発～試作の開発と評価～

兵庫教育大学大学院 鈴木千春

兵庫教育大学大学院 永田智子

Ｐ07 中学校家庭科における北海道産米粉の教材としての

有効性の検討

北海道教育大学旭川校 川邊淳子

Ｐ08 小学校教員養成における家庭科関連科目の指導方法

に関する研究―基礎的・基本的な知識及び技能習得に着

目して―

安田女子大学 大下市子

海田町立海田東小学校 沖本久恵

広島大学附属小学校 森下友紀

広島県立佐伯高等学校 長谷中久美

広島大学大学院教育学研究科 鈴木明子

Ｐ09 小学校に所属する栄養教諭の「食に関する指導」への

意識と実態―教科等における役割や内容への認識の分析

―

海田町立海田東小学校 沖本久恵

長崎県立大学 冨永美穂子

広島大学大学院教育学研究科 鈴木明子

Ｐ10 高等学校家庭科における洗浄力試験教材の実践

千葉県立関宿高等学校 亀原めぐみ

北海道教育大学 森田みゆき

Ｐ11 中学校技術・家庭科家庭分野における食生活の実践

力を高める指導方法の工夫―学習の継続性を考慮した指

導の効果―

東広島市立松賀中学校 石本有士

広島県立佐伯高等学校 長谷中久美

広島大学大学院教育学研究科 鈴木明子

Ｐ12 ふれ合い体験の内容による中学生の学びの特徴 異

なる関わり方からの検討

東京学芸大学教育学部 倉持清美

さいたま市立本太中学校 金子京子

東京学芸大学附属高校 阿部睦子

香川大学教育学部 妹尾理子

秋田大学教育文化学部 望月一枝

Ｐ13 高校生の生活実態から構築する食生活領域カリキュ

ラムの実践

東京都立忍岡高等学校 佐藤真紀子

元都立高等学校(非) 江見直子

國學院大學栃木短期大学 亀井佑子

文化学園大学 川村めぐみ

東京学芸大学附属小金井中学校 佐藤麻子

三輪田学園中学校・高等学校 高橋礼子

横浜国立大学教育人間科学部 金子佳代子

Ｐ14 ホームプロジェクトコンクールから考える指導法の

課題

千葉県私立東葉高等学校 若月温美

千葉県立流山南高等学校 仲田郁子

Ｐ15 中高一貫校における家庭科カリキュラムに関する調

査研究

青山学院大学教育人間科学部(非) 千葉悦子

埼玉大学教育学部 河村美穂

宇都宮大学教育学部 艮香織

私立中学校・高等学校(非) 小倉礼子

静岡大学教育学部 小清水貴子

文教大学附属中学高等学校 佐藤千秋

千葉県立流山高等学校 仲田郁子

女子学院中学校高等学校 中村恵美子

私立中学校・高等学校(非) 松井洋子

葛飾区立新宿中学校 松岡文子

東京都立日比谷高等学校(非) 山本光世

東葉高等学校 若月温美

Ｐ16 清潔で気持ちのよい着方を考える小学校家庭科授業

岡山大学 越宗久美子

岡山大学 篠原陽子

Ｐ17 中学校「技術・家庭」における食生活指導の検討―

「３・１・２弁当箱法」導入の学習効果

山形大学 高木直

山形大学 大森桂

山形大学教育実践研究科(院生) 齋藤弘子

こうのとりのゆりかごが問いかけたもの
―家庭科教育への期待―

講師：田尻由貴子氏(慈恵病院看護部長)

インタビュアー：綿引伴子氏(金沢大学教授)

家庭科を学ぶ子どもが輝くのはなぜか
―学校カリキュラムのつくりなおし―

パネリスト：野口易子氏(福岡県みやま市立瀬高中学校教

諭)

前田恵美子氏(長崎県立口加高等学校教諭)

岡陽子氏(佐賀県教育庁教育政策課教育企画監)

コーディネーター：大竹美登利氏(東京学芸大学教授)

(研究発表題目，発表者所属および氏名，その他大会概要については学

会プログラムより転載)
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厚生労働省が国民の生活習慣の改善と

健康寿命を延ばすことを目的としておこなってい

る国民運動

家族が食卓を囲んで，いっしょに食事を摂りな

がらコミュニケーションをはかること

在宅でのアルバイト等を勧誘し，その仕事をす

るには携帯電話用のWebページ(モバイルサイ

ト)が必要だとして，応募者にモバイルサイトの

キーワード

スマートライフプロジェクト(Smart Life Pro-

ject)は，

である。健康寿命とは，「日常的に介

護を必要としないで自立した生活ができる生存期

間」である。平均寿命が世界第１位の長寿国であ

る日本では，これからは平均寿命だけでなく，健

康寿命もどれだけ延ばせるかが社会的な課題とな

っている。このような背景から，厚生労働省はプ

ロジェクトを立ち上げた。「スマートライフ」は

「すこやかな生活習慣」という意味が込められている。

プロジェクトでは，趣旨に賛同する企業・団体

を募集し，その企業・団体に従業員の健康意識向

上につながる啓発活動をおこなってもらう。さら

に，企業活動(商品やサービスなど)を通じて，よ

り多くの人々の健康意識を高め，行動を変えるよ

う働きかけてもらう。

とりわけ「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙」を

推進するために，「Smart Walk――例えば毎日10分

の運動を」「Smart Eat――例えば１日プラス100g

の野菜を」「Smart Breath――例えば禁煙の促進」

という象徴的な３つのアクションを提案している。

厚生労働省では，公式Webページ(http://www.

smartlife.go.jp/)の開設や，ロゴマーク( ⃞１)の

作成，啓発用ポスターの作成をおこなうなど，取

り組みを進めている。公式Webページでは，企業･

団体メンバー登録のほか，個人メンバー登録をす

ると，スマートライフ度をチェックし具体的なス

マートライフを学べるeラーニングツールを利用

することができる。

(参考：厚生労働省Webページ)

共食とは，本来は「神への供え物を皆で食べる

ことによって，神と人または人と人との結合を強

めようとする儀礼的な食事」(「広辞苑」岩波書店)のこ

とをいうが，最近は，食育の推進などに当たり，

「

」(内閣府「平

成23年版食育白書」2011年)という意味で用いられる。

今年３月に政府が策定した第２次食育推進基本

計画(p.12参照)では，３つの重点課題のうちの１

つに「家庭における共食を通じた子どもへの食育

の推進」が掲げられており，今後の食育の政策に

おいて，共食の重要性がより強調されていくこと

になりそうである。その背景には，１人だけで食

事を摂る「孤食」や，家族で食卓を囲んでいてもそ

れぞれが別のものを食べる「個食」が広まっており，

それらがバランスのよい食事の摂取や基本的生活

習慣の確立，マナーの習得などに支障をきたすこ

とへの懸念がある。

現状(2010年度)では，国民１人当たりの１週間

の共食の回数は，朝食時と夕食時を合わせて平均

で９回と試算されている。第２次食育推進基本計

画では，これを2015年度までに週10回以上に増加

させることが目標として設定されている。

スマートライフプロジェクト

⃞１スマートライフプロジェクトのロゴマーク

共食

モバイルサイト内職
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作成料や登録料を請求するという商法

社会人が仕事を通じて培った知

識や技能，経験をいかし，ボランティアなどの社

会貢献活動をすること

が問題とな

っている。このような商法は，モバイルサイト内

職と呼ばれる。同様の手口の内職商法は，これま

ではパソコンを使用するものが多かったが，最近

は携帯電話を使用するものが増えつつある。

典型的なトラブル例は，求人広告で「在宅の仕

事で高収入」などとうたって勧誘するものの，登

録後に仕事をするためにモバイルサイト作成料や

登録料などと称して数十万円の費用を請求する。

「支払えない」というと，業者に手渡された履歴書

や運転免許証のコピーなどの個人情報をもって

「逃げられないぞ」などと脅したり，クレジットカ

ードのショッピング枠を使った現金化によって強

引に支払うよう促したりする。そして，断りきれ

ずに契約させられてしまうというものである。

国民生活センターによると，全国の消費生活セ

ンターへの相談は2010年３月ごろから発生し，同

年には200件以上の相談が寄せられている。消費

者へのアドバイスとして，「仕事をするために費

用が必要だといわれたら，契約内容等を慎重に確

認し，不安な点があったらきっぱりと断る」「必要

以上の個人情報を業者に渡すことを避け，支払い

を強要されたらすぐに消費者センター等に相談す

る」「将来得られる収入をあてにした支払いを避け

る」などをあげ，注意を呼びかけている。

(参考：「月刊国民生活」2011年４月号)

プロボノとは，

をいう( ⃞２)。もともとは

ラテン語の「Pro Bono Publico(公共善のため

に)」を略したことばで，欧米で弁護士がおこなっ

ていた無料の法律相談が起源とされている。最近

では，さまざまな職種にプロボノの考えかたが広

まっている。日本にもプロボノを支援する団体が

あり，そこを通じて企業の広報担当者がNPOの

Webページ制作を手助けするといったプロボノ

活動の事例がある。

プロボノは，職業上もっている知識や技能を提

供することから，社会人が仕事を続けながらもで

き，活動に参加するに当たってのハードルが低く，

継続しやすいのがメリットである。また，活動を

通して幅広い社会参加の機会を得られ，同時に自

身の技能のさらなる向上もはかれる。そのため，

従業員にプロボノ活動への参加を推奨する企業・

団体も増えている。

プロボノ

⃞２プロボノなどの社会貢献活動のイメージ

(「朝日新聞」2011年２月８日)
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Q：最近，「ソーシャルメディ
ア」ということばをよく聞きま

すが，どのようなメディアのこ

とをいうのですか？

A：ソーシャルメディアとは，
インターネット上で利用者が情

報を発信することで形成されて

いくメディアのことをいいます。

具体例としては，「ameba
アメーバ

ブロ

グ」などのブログ，「Twitter
ツイッター

」

などのミニブログ，「mixi
ミクシィ

」や

「Facebook
フェイスブック

」な ど の S N S，

「YouTube
ユーチューブ

」などの動画投稿サ

イトなどがあげられます( ⃞１)。

多くのソーシャルメディアは無

料で，必要事項を登録すればす

ぐに利用できます。

ここでは，最近特に注目度の

高いTwitterとFacebookにつ

いて詳しく取り上げてみます。

●Twitter

2006年にアメリカのツイッタ

ー社がサービスを開始し，2008

年に日本語に対応しました。基

本的な使いかたは，ツイート

(tweet)と呼ばれる140字以内

の短い文章(今何をしているか，

何を考えているか，など)を書

いて公開することと，他人のツ

イートを閲覧することです。他

人のツイートに対して返信し，

コミュニケーションをとること

もできます。

●Facebook

2004年にアメリカのフェイス

ブック社がサービスを開始し，

2008年に日本語に対応しました。

Facebook上でおもにおこなう

のは，友人や同僚，家族などと

のコミュニケーションです。日

記や写真などを公開して近況を

報告すると，それを見た人から

反応が返ってきたりします。利

用に当たり，ニックネームでは

なく実名の使用が必須であると

ころに他のソーシャルメディア

とは異なる特徴があります。

＊ ＊ ＊

ソーシャルメディアは，社会

的・政治的にも大きな影響を及

ぼすようになっています。今年

の１～２月に，チュニジアやエ

ジプトで大規模デモを発端とし

た政権交代がありましたが，こ

のときにTwitterやFacebook
が一般市民のデモ参加の呼びか

けやデモのリポートなどに活用

され，大きな役割を果たしたと

いわれています。また，アメリ

カのオバマ大統領は，Twitter
に寄せられた質問に答える形で

対話集会を開くなど，ソーシャ

ルメディアを活用した国民との

対話に力を入れています。

日本でも，個人や企業だけで

なく，官公庁や自治体などでも

Twitterで行政情報を発信した

り，Facebook上に公式ページ

を開設したりするなど，国民へ

の情報発信ツールとしてソーシ

ャルメディアを活用するところ

が増えてきました。佐賀県武雄

市は，今年８月から市の公式

WebページのすべてをFacebook
上に移行させています。

このように現在は，ソーシャ

ルメディアが情報の発信にも収

集にも，重要性の高いツールと

なってきています。個人情報が

漏れてしまったり，不用意な発

言に集中非難を浴びたり(いわ

ゆる「炎上」)などといったリス

クはありますが，気をつけなが

らじょうずに活用すれば，暮ら

しのさまざまな面で役立つメデ

ィアとなりそうです。
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内容 例

ブログ ウェブログ(Weblog)の略で，個人が書く

日記が中心のWebページ
amebaブログ，

Yahoo!ブログなど

ミニブログ 200字程度の短い文章を書いて公開する

ブログ。マイクロブログとも呼ばれる
Twitterなど

SNS  Social Networking Serviceの略。人脈を広

げたり，友人との交流を深めるためのさ

まざまな機能をもつサービス。プロフィ

ールや日記，写真などを公開しあう

mixi，Facebook，

Google＋など

動画投稿サ

イト

不特定多数の利用者が投稿した動画を不

特定多数の利用者が共有し，視聴するサ

イト

YouTube，ニコニ

コ動画など

(総務省「平成23年版情報通信白書」2011年などをもとに作成)

⃞１おもなソーシャルメディア
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